
京丹波町議会基本条例 改正私案・現行対照表 

 

改正私案 現行 

（議会事務局の体制整備） 

第１３条 議会は、議会及び議員が権能を発揮し、議員の監視及び○○○

○政策形成     能力を高め、議会活動を円滑かつ効率的に行う○○

○ ため、議会事務局の機能の充実及び組織の体制整備に努めなければな

らない。 

（議会事務局の体制整備） 

第１３条 議会は、議会及び議員の権能の発揮 、   監視機能、議員

の政策形成及び立案機能 を高め、議会活動の円滑かつ効率的な運営に資

するため、議会事務局の機能の充実及び組織の体制整備に努める○○○○

○  。 

 


